
ご家庭から出る在宅医療による廃棄物は下記のとおり 

出してください。医師等により感染のおそれがあると判

断されるものは医療機関へお返しください。 

ビニール･プラスチック製品でも可燃物として出してください 

可燃物として出せるもの ※感染のおそれがないもの・非鋭利なもの 

【バッグ類】 輸液、CAPD、栄養剤、ストーマ等 

(汚物はトイレへ) 

【注射筒】 ※針以外の部分 

ペン型注入器 

栄養剤注入器 

【チューブ・カテーテル類】 

※内袋等に入れ、漏れ・はみ出しがないようにして可燃物へ 

※針部分は切り離す 

吸引チューブ、CAPD チューブ、 

輸液ライン、導尿カテーテル等 

【おむつ・脱脂綿・ガーゼ】 

医療機関や購入先へ ※感染のおそれがあるもの・鋭利なもの 

※針刺し等危険が無いように容器などに入れ医療機関や購入先へ 

【ペン型自己注射針】 【注射針、点滴針等】 

【自己注射以外の 

医療用注射針】 

(汚物はトイレへ) 

 


